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文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長  

こ ど も 家 庭 庁 成 育 局 長  

 

 

「一時預かり事業の実施について」の一部改正について 

 

 

 「一時預かり事業の実施について」（令和６年３月 30 日付け５文科初第 2592

号、こ成保第 191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長通知）

の一部を別添のとおり改正し、令和８年 4 月 1 日より施行することとしたので

通知する。 

 ついては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知をお願いするとともに、

本事業の適正かつ円滑な実施に期されたい。 

 


